
１ カスタマーハラスメントに注目！

　カスタマーハラスメントをご存知ですか。
商品・サービスや接客態度・システム等に対して、不平・不満を訴える苦情・クレームは、
業務改善や新たな商品・サービスの開発につながるものですが、「不当・悪質なクレーム」は、
従業員に過度の精神的ストレスを感じさせるとともに、通常の業務に支障が出るケースも見
られます。現在、企業や組織はこの不当・悪質なクレームをカスタマーハラスメントとして、
従業員を守る対応を求められています。

　正当な苦情・クレームを「カスタマーハラスメント」として取られないためには…
①  苦情・クレームを申し入れるときには、一呼吸おいて、冷静に考えて行動しましょう。
  　怒りの感情に任せて、動くことは厳に慎みましょう。
②  要求すべきことを整理し、事実に対して、要求する内容、その理由を明確にしてから
  　行動しましょう。
③  一方的に主張するだけでなく、相手の話も聞きましょう。
  ☆  迷ったときなど一人で判断せずに、ご家族や消費者センターに相談しましょう。
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　高齢者の悪質商法被害が後を絶ちません。東京都は、毎年９月を高齢者悪質商法被害
防止キャンペーン月間と定め、今年も高齢者ご本人への注意喚起と相談の呼びかけ、さ
らに周囲の人々へ見守りの大切さを知っていただく取組を展開します。
　港区も東京都と連携し、期間中には、リーフレットの配付・配架などを実施します。
高齢者の皆さんは、お気軽にご相談ください。周囲の皆さんも、消費者被害の未然防止・
早期発見のため、「見守り」にご協力ください。

２ 9月は高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です！


